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衆
議
院
議
員
中
谷
一
馬
君
提
出
一
人
に
つ
き
十
万
円
の
特
別
定
額
給
付
金
を
再
給
付
す
る
こ
と
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別

紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

 
 



 

１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
中
谷
一
馬
君
提
出
一
人
に
つ
き
十
万
円
の
特
別
定
額
給
付
金
を
再
給
付
す
る
こ
と
に
関
す
る
質
問
に
対
す

る
答
弁
書 

一
及
び
二
に
つ
い
て 

 
 

特
別
定
額
給
付
金
に
よ
る
経
済
や
国
民
生
活
へ
の
効
果
に
つ
い
て
は
、
先
の
答
弁
書
（
令
和
二
年
十
月
二
日
内
閣
衆
質
二

○
二
第
二
号
）
二
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
特
別
定
額
給
付
金
が
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
緊
急
経
済
対

策
」
（
令
和
二
年
四
月
二
十
日
閣
議
決
定
。
以
下
「
緊
急
経
済
対
策
」
と
い
う
。
）
の
一
連
の
施
策
の
一
つ
で
あ
り
、
特
別

定
額
給
付
金
以
外
に
も
様
々
な
施
策
を
講
じ
て
い
る
こ
と
に
加
え
、
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
緊
急
事
態
宣
言
」
の

解
除
に
よ
る
経
済
や
国
民
生
活
へ
の
影
響
も
生
じ
て
い
た
中
で
、
特
別
定
額
給
付
金
の
効
果
の
み
を
抽
出
す
る
こ
と
は
技
術

的
な
困
難
を
伴
う
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
御
指
摘
の
総
務
省
の
家
計
調
査
に
お
い
て
は
、
令
和
二
年
六
月
分
及
び
七
月
分

の
「
家
庭
用
耐
久
財
」
や
「
教
養
娯
楽
用
耐
久
財
」
へ
の
支
出
が
前
年
同
月
に
比
べ
て
伸
び
て
お
り
、
特
別
定
額
給
付
金
に

よ
る
一
定
の
効
果
が
あ
っ
た
可
能
性
も
示
唆
さ
れ
る
。 

三
に
つ
い
て 

 
 

米
国
政
府
が
こ
れ
ま
で
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
す
る
家
計
支
援
と
し
て
一
人
当
た
り
最
大
千
八
百
ド
ル
の
給



 

２ 

 

付
を
行
っ
た
こ
と
及
び
バ
イ
デ
ン
次
期
米
国
大
統
領
（
当
時
）
が
令
和
三
年
一
月
十
四
日
に
発
表
し
た
一
兆
九
千
億
ド
ル
規

模
の
景
気
対
策
案
に
お
い
て
一
人
当
た
り
千
四
百
ド
ル
の
給
付
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
が
、
他
国
の
経
済

政
策
に
つ
い
て
、
日
本
政
府
と
し
て
コ
メ
ン
ト
す
る
立
場
に
な
い
。 

四
に
つ
い
て 

 
 

特
別
定
額
給
付
金
に
つ
い
て
は
、
緊
急
経
済
対
策
に
お
い
て
、
「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
に
基
づ
く

緊
急
事
態
宣
言
の
下
、
生
活
の
維
持
に
必
要
な
場
合
を
除
き
、
外
出
を
自
粛
し
、
人
と
人
と
の
接
触
を
最
大
限
削
減
す
る
必

要
が
あ
る
。
医
療
現
場
を
は
じ
め
と
し
て
全
国
各
地
の
あ
ら
ゆ
る
現
場
で
取
り
組
ん
で
お
ら
れ
る
方
々
へ
の
敬
意
と
感
謝
の

気
持
ち
を
持
ち
、
人
々
が
連
帯
し
て
、
一
致
団
結
し
、
見
え
ざ
る
敵
と
の
闘
い
と
い
う
国
難
を
克
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
た
め
、
感
染
拡
大
防
止
に
留
意
し
つ
つ
、
簡
素
な
仕
組
み
で
迅
速
か
つ
的
確
に
家
計
へ
の
支
援
を
行
う
こ
と
と
し
、
一

律
に
、
一
人
当
た
り
十
万
円
の
給
付
を
行
う
。
」
こ
と
と
し
た
こ
と
を
受
け
て
、
令
和
二
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
一

号
）
に
お
い
て
必
要
な
予
算
を
計
上
し
た
も
の
で
あ
る
。 

 
 

令
和
三
年
一
月
七
日
に
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
緊
急
事
態
宣
言
」
を
行
い
、
緊
急
事
態
措
置
を
実
施
し
て
い
る

こ
と
に
よ
り
影
響
を
受
け
る
方
々
に
つ
い
て
は
、
雇
用
や
暮
ら
し
を
守
る
た
め
の
必
要
な
対
策
を
し
っ
か
り
と
講
じ
る
こ
と



 

３ 

 

と
し
て
お
り
、
特
別
定
額
給
付
金
を
、
再
度
給
付
す
る
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。 


